












件　数

932

65

206

165

９ 月

6 1

平戸地区 0 1 △ 1 合計 46 30 16

東戸塚地区 4 1 3 その他 7

0 0

柏尾地区 4 1 3 吉田矢部地区 2 0 2

川上地区 2 3 △ 1 下倉田地区 0

0 1

舞岡地区 2 5 △ 3 上倉田地区 3 1 2

北汲沢地区 0 0 0 汲沢地区 1

1 3

踊場地区 1 2 △ 1 大正地区 9 5 4

戸塚第三地区 3 1 2 名瀬地区 4

0 0

戸塚第二地区 1 1 0 上矢部地区 1 1 0

戸塚第一地区 2 1 1 平戸平和台地区 0

連合町内会別火災発生状況 令和４年

連合/年別 令和４年 令和３年 増△減 連合/年別 令和４年 令和３年 増△減

その他

概　　　要

　火　災　４件

路上において、乗用車１台焼損

耐火構造7階建て複合用途建物の３階において、床面等が焼損

491 △ 5

救　急　 1,368件

種　別

急　病

一般負傷

　　戸塚消防署(令和４年9月30日現在)

交通事故

その他

柏尾町

9月5日

急病

1,366

耐火構造7階建て共同住宅の３階において、壁面等が焼損

6

木造２階建て共同住宅の１階において、浴槽を焼損

13,358

1,893

交通事故

救急出場件数 11,151

令和４年９月中の戸塚区内火災・救急状況

12,888

川上町

2,207

0

救急
種別 486

9月16日 上倉田町

1,276
※　数値は速報のため、変更することがあります。

△ 2

7

0

1

9月12日 柏尾町

発生日 発生場所

9月1日

船舶

4,480

658

交通事故 6,298 189

その他 90 その他

24,930

一般負傷 2,099 1,870 229 一般負傷 26,740

急病 9,407 7,514

151,764

救急
種別

130,768

31,220

6,487

13,546

105,838

3

△ 35

30,257

0

108

3,752

62

182,021

2023

24 6 18 その他 233198

53

3 7 △ 4 配線器具

3 7 こんろ△ 4

放火（疑い含む）

2

0 0

69 △ 16

電気機器 41 16573 2

5 3

5

9

73

73たばこ

2

損害
程度

焼損床面積（㎡） 480 449 31

主な
出火
原因

電気機器 6 4 2

死者

86

0 死者

△ 3

15
損害
程度

△ 24

建物

0 林野 0

10

0

車両 47

2

△ 6

火災
種別

建物 29 19

航空機 0

5 その他 132

区分／年別

46 30 16

その他

航空機

火災
種別

0

車両

船舶

0

10

火災・救急状況（令和４年中）

区分／年別
戸塚区

令和４年 令和３年 増△減

横浜市
令和４年

536 △ 70

0

48

355 △ 45

0

1

放火（疑い含む）

たばこ
電灯・電話等の配線

火災件数

救急出場件数

0

林野 0

5 負傷者

0

火災件数

310

466

こんろ
主な
出火
原因

0

5
焼損床面積（㎡）

負傷者

87 △ 25

△ 13

△ 1386

令和３年 増△減

7,563 △ 3,811

0



 
 
 

◎ 秋の火災予防運動週間 （11/9～11/15） ※議題でポスター掲示の依頼あり   

 

   「お出かけは、 マスク戸締り 火の用心」  2022 年度全国統一防火標語 

 

◎ 住宅用火災警報器の一斉点検日              
 

   横浜市では火災予防運動期間中の 11 月９日から 11 月 15 日まで（春は３月１日から

３月７日まで）を住宅用火災警報器点検強化キャンペーン期間とし、住宅用火災警報器

の点検を推進しています。 

特に火災予防運動(秋)の初日となる 11 月９日（水）を住宅用火災警報器の「市内一斉

点検の日」として、「ご家庭に設置の住宅用火災警報器の点検」を呼び掛けています。 
  

◎ 注意!! あなたの消火器は大丈夫ですか？          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸塚消防署からのお知らせ【10 月】 

〇 腐食、変形、キズがある消火器を使用すると大変危険です。また、耐用年数を過

ぎたものや失効消火器については使用しないでください。 

〇 消火器はごみとして廃棄することはできません。（消防署では引取りを行ってい

ません） 

〇 メーカー等により回収・リサイクルを行っておりますので、メーカーや購入した

販売店にお問合せください。また、(社)日本消火器工業会は古い消火器を安全

に回収・廃棄するために、消火器リサイクルシステムを運用しています。 

〇 消火器リサイクルシステムについては「（株）消火器リサイクル推進センター（外

部サイト）」のページをご確認ください。 ※コールセンター（03-5829-6773） 

【次の消火器は絶対に使用しないでください。！】 

● 溶接部及びその周辺の剥離、使用に耐えない変形、サビを落とし

ても腐食の残るもの 
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